
 

 
 

 

 

   

東京都議会 意見書 採択される 

   

先日の当政治連盟の大会でも議論のありました地域主権会議

における法務局が担う登記の事務及び権限を地方に移管する問

題について，大阪府，神奈川県，富山県，茨城県，静岡県，北海

道，福島県及び鹿児島県に続き東京都議会においても地方自治法

第９９条の規程による本件権限を地方に移管することについて

反対する旨の意見書を国会及び関係行政機関（衆議院議長，参議

院議長，内閣総理大臣，総務大臣，法務大臣及び内閣官房長官宛）

に提出する意見書が全会一致で採択されました。 

全調政連 ニュース No.24 09でも申し上げさせていただき

ましたとおり，法務局が担う登記の事務及び権限を地方に移管す

る問題については，移管することにより国民及び地方の負担が増

幅し，登記行政の全国不統一への懸念等から，日本土地家屋調査

士会連合会及び全国土地家屋調査士政治連盟が一致団結して反

対している問題であります。この問題について，東京都において

反対決議がなされたことは非常に大きく他の府県議会において

大きな影響を与えることは多大なものと考えられます。 

詳細については以下のとおりです。 

 

全調政連 ニュース No.24 13 

H２４．６．２１        発行責任者 幹事長 小 沢  宏 



  



  



  



  


